
論点３－３：地域の要請に応え持続可能な導入拡大を実現する取組の促進（地域の強靱化・産業基盤構築に資する長期安定的な電力システムの構築）

（参考）地域活用電源に係る制度の考え方
 地域活用電源については、レジリエンスの強化・エネルギーの地産地消に資するよう、電源の立地制
約等の特性に応じ、FIT認定の要件として、自家消費や地域一体的な活用を促す地域活用要件を
設定。

小規模太陽光
（立地制約：小）

小規模水力・小規模地熱・バイオマス
（立地制約：大）

自
治
体

バイオマス
発電設備

通常時

⇒ 低圧太陽光（10-50kW）は、
2020年４月から自家消費型にFIT適用（注１）

（需給一体型モデルの拡大：住宅から店舗/工場へ）

⇒ 一定規模未満（注３）は、
2022年４月から地域一体型にFIT適用（注４）

（レジリエンス強化・エネルギー地産地消を促進）

＜自家消費型要件＞＝①②の両方

① 再エネ発電設備の設置場所で少なくとも30％の自家消費等を
実施すること（注２）

② 災害時に自立運転を行い、給電用コンセントを一般の用に供す
ること

＜地域一体型要件＞＝①～③のいずれか（今後更に検討）
① 災害時に再エネ発電設備で発電された電気を活用することを、
自治体の防災計画等に位置付け

② 災害時に再エネ発電設備で産出された熱を活用することを、
自治体の防災計画等に位置付け

③ 自治体が自ら事業を実施するもの、
又は自治体が事業に直接出資するもの

（注１）高圧（50kW）以上の太陽光は、地域での活用実態を踏まえて、今後、地域活用の在り方を検討。（2020年度はFIT認定の要件として地域活用を求めない。）
（注２）農地一時転用許可期間が10年間となり得る営農型太陽光は、自家消費等を行わないものであっても、災害時活用を条件に、FIT制度の対象とする。
（注３）2022年度に地域活用電源となり得る可能性がある規模：1,000kW未満の小規模水力、2,000kW未満の小規模地熱、10,000kW未満のバイオマス。
（注４）自家消費型の要件も認めることとし、その詳細は、今後引き続き検討。

災害時の
自立運転機能

余剰を売電

避難所等
携帯電話充電や

熱利用(シャワー設備)

（例）
・地域新電力へ売電
・工場内で自家消費
・隣接施設で熱利用

災害時
防災計画等
へ位置付け
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FIT制度における各電源の調達価格の推移

 太陽光・風力は、コスト動向を踏まえて調達価格の低減が進むものの、地熱・中小水力・バイオマス
はFIT制度開始以降、おおむね据え置きとなっている。
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バイオマス発電導入拡大に向けた課題と取組

【自然面での課題】
①利用できるバイオマス資源は限定的。

⇒例えば、未利用材については、森林・林業基本計画に基づき、活用可能なバイオマス生産量は800万㎥（約32万kw相当）。

②輸入材を中心に、環境面、社会・労働面、ガバナンス面などの燃料の持続可能性の確保に課題。
⇒一般木材等は、原料の7割以上を輸入材も活用し、国外へ依存。

【社会面での課題】

③コストが高止まりしていること、また、コストに占める燃料費の割合が大きい
⇒木質バイオマスは、燃料費がコスト全体の7割を占め、コスト低減余地限定的。

導入拡大に向けた取組

 国内燃料の安定供給拡大、発電事業のコスト低減の方策の実施（早生樹、広葉樹の活用等）。
 熱電併給等の高効率なバイオマスの推進。
 輸入材等についての「持続可能性基準」の具体化。
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 持続可能性を前提としつつ、バイオマス燃料の安定的な供給拡大、発電事業のコスト低減を図ってい
くための方策につき、林野庁との共同研究会を設置・検討。

 森林資源の持続的活用（早生樹・広葉樹の活用を含む）や熱利用の推進等の対応の方向性を取
りまとめたところであり、今後、取組を推進。

（６） その他
エンジニア人材等の育成推進 等

（４） 木質バイオマス燃料の加工・流通・利用の在り
方・実態把握
木質バイオマス燃料に係る流通等の実態の把握・可視

化の推進
合法性やトレーサビリティ等の確認手段の検討

（５） 既存の木材利用との競合に係る懸念の払拭
都道府県林政部局との連携等による木材の安定調達

の強化
 安定供給可能な燃料用途の木材量の確保

（１） 森林資源の持続的活用（広葉樹・早生樹の活用を含む）
持続可能な木材利用の担保を前提とする全木集材や山土場等の活

用による林業収入の最大化に向けた取組の推進
（a）広葉樹・早生樹など燃料用途として有望な樹種の特定、
（b）確実な更新を前提とした皆伐など主伐手法の確立、
（c）移動式チッパーの活用等による木質バイオマス燃料の

生産を主とした新たなビジネスモデルの確立、に資する実証等

（２） 木質バイオマス熱利用の推進
更なる熱利用に向けた「地域内エコシステム」の推進

（３） 木質バイオマス燃料の品質安定化
燃料品質等に係る統一評価指標、デジタル技術を活用した市場取

引の枠組みの検討

研究会のとりまとめ概要

導入拡大に向けた取組：新たなビジネスモデルの創出

10



事業イメージ事業の内容
事業目的・概要
 バイオマス発電は、我が国のエネルギー多様化、地球温暖化対策

等に貢献する電源であるだけではなく、地域活性化にも資する地域
分散型の地域活用エネルギー源として期待されています。しかし、燃
料コスト低減や長期にわたる安定的な原料調達の確保等の課題
があります。

本事業では、以下のような支援策の実施により、森林・林業等と持
続可能な形で共生する木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な
供給・利用システムの構築・商慣行定着を目指します。

①旺盛なエネルギー需要に応える新たな燃料ポテンシャル（早生樹、
広葉樹等）の開拓・利用促進に向けたFS・実証事業を行います。

②安定した品質と量の燃料調達・確保を可能とするチップ・ペレット等
バイオマス燃料の安定的・効率的な製造・輸送等システムの構築に
向けたFS・実証事業を行います。

③燃料材（チップ、ペレット等）の品質の規格化を行います。
成果目標
令和3年度から令和10年度までの８年間事業であり、燃料活用

する広葉樹・早生樹等の種類の増加（５種）、燃料品質規格
の策定（３件）により、エネルギーの安定供給に加えて、森林・
林業等と持続可能な形で共生する木質バイオマス燃料等の安定
的・効率的な供給・利用システムの構築を加速します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
新エネルギー・産業
技術総合開発機構
（NEDO）

交付金

民間企業等
委託・補助（2/3）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課
03-3501-4031

（１）燃料ポテンシャルを開拓・利用可能とする
”エネルギーの森”実証事業

• 広葉樹・早生樹の活用拡大に向け、燃料材生産を目的とした育林
に適した樹種の選定を行います。

• 萌芽更新の利用による植林コストの低減や、下刈り回数の低減等
の、燃料材生産システム最適化を行います。

（２）バイオマス燃料の安定的・効率的な製造・輸送等システムの
構築に向けた実証

• チップ・ペレット燃料製造・輸送に関し、製造工場の改善、未利用材
利用や使用先等も勘案した実証事業を行います。

（３）燃料材（チップ、ペレット等）の品質規格の策定委託事業

• 燃料製造量の増大を図るため、燃料材（チップ、ペレット等）の品
質の規格化を行います。

• 燃料材（チップ、ペレット等）の水分量、サイズや灰分濃度等のグ
レード分けや市場取引をする際のルール等の整備を行います。

木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用
システム構築支援事業（農林水産省連携事業）
令和３年度概算要求額 15.0億円（新規）
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導入拡大に向けた取組：持続可能性基準の整備

Ⅰ．FIT制度下における持続可能性評価基準（2019年11月中間整理）

 輸入材の急増等の背景も踏まえ、FIT制度の支援の前提として、第三者認証により「持続可能性」が
確保されていることを要件化。

 これまでに、FIT制度の「持続可能性」に必要な項目（「環境」・「社会・労働」・「ガバナンス」等）及び
基準を具体化。現在、更なる取組として、ライフサイクルGHGや食料競合等の観点について、検討中。

項目 主な評価基準

環
境

温室効果ガス（GHG）
等の排出・汚染削減

⇒ GHG等の排出や汚染の削減の計画を策定し、
その量を最小限度に留めるよう実行。
※ GHG等の排出削減については、検討を継続。

土地利用変化への配慮 ⇒ 現地国の原生林・泥炭地の乱開発防止等の確保

生物多様性の保全 ⇒ 保護価値の高い生息地の維持・増加の確保

社
会

労
働

社会への影響
労働の評価 ⇒ 農園の土地に関する適切な権原や労働環境等の確保

ガ
バ
ナ
ン
ス

法令の遵守 ⇒ 国内外の法令遵守

情報の公開 ⇒ 透明性の確保の観点から、発電事業者等による情報公開

認証の更新・取消し ⇒ 適切な運用担保の観点から、
第三者認証運営機関による認証の取消・更新規定の整備

サプライチェーン上の分別管理の担保 ⇒ 認証燃料と非認証燃料が混同することのない分別管理

認証における第三者性の担保 ⇒ 認証機関の認定及び認証付与プロセスの第三者性担保

◆ FIT制度下における持続可能性の考え方
・世界的に求められる持続可能性の項目及び水準は、日々進歩を続けており、社会情勢の変化に応じて、見直しを検討。

※ 一定条件の下で、次の猶予期限を設ける。
➡ 主産物＝2021年３月末・副産物＝2022年３月末

確
認
の
対
象

主産物 ⇒ 農園から発電所までの
サプライチェーン（SC）

副産物 ⇒ 燃料としての発生地点から
発電所までのSC

確
認
の
主
体

海外 ⇒ 第三者認証で確認

国内 ⇒ 引き続き農林水産省が確認

確認の時期 ⇒ 新規認定・変更認定時に確認
⇒ 第三者認証更新時に継続的確認
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